別記様式第8号(第3条関係)

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　　　　　

法定外公共物変更占用(許可・却下)決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のありました法定外公共物の占用許可の変更については、次のとおり(許可・却下)します。

記
	土地の種類
	　水路敷　　　　　　　　道路敷　　　　　　　　その他

	変更の場所
	　

	変更の目的
	　

	変更の内容
	　

	変更面積
	m2

	変更占用期間
	　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間を
　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間に

	変更工事期間
	　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間を
　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間に

	占用料
	円

	却下の理由
	　


許可の条件
1　長門市法定外公共物管理条例及び同条例施行規則並びに申請書記載事項を遵守すること。
2　占用期間中でも法定外公共物に関する工事のため、又は法定外公共物管理上必要があるときは許可の取消し及び変更移転を命ずることがある。この場合の費用は申請者の負担とする。
3　工事施工に当たっては、一般交通及び保安に留意し、近隣家屋又は行政区の承諾を得て施工すること。
4　工事中及び占用中に、法定外公共物及びその構造物に損傷を与えた場合は、速やかに市長に届け出てその指示を受け原形に復旧すること。この費用は申請者の負担とする。
5　工事完了後は、速やかに工事完了届(工事中及び完成時の写真を添付)を市長に提出し、完了検査を受けること。
6　占用期間が満了したときは、速やかに原形に復旧し、かつ、その旨を市長に届け出て検査を受けること。この費用は申請者の負担とする。ただし、占用期間満了後も引き続き占用しようとするときは、満了の日の30日前までに更新の手続をすること。
7　占用料は、別添納入通知書により納期日までに、長門市指定金融機関又は長門市収納代理金融機関に納入してください。

なお、この処分に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して、3箇月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
